
 

              文教常任委員会記録  

 

開催日時  

  令和元年７月 10 日（水） 午前 10 時２分開議～午前 11 時 30 分休憩  

出席委員  

   委員長 安東 房吉        副委員長 松本 充浩  

   委 員 小野 仁志        委 員  安部 剛祐  

   委 員 永松 弘基        委 員  馬見塚 剛  

   委 員 スカルリーパー・エイジ  委 員  大石 祥一  

   委 員 今山 裕之  

説明員  

   三浦教育長  

  （教育部）  

   佐藤教育部長、重石教育部教育監、桑野教育部次長、  

   池田教育部次長兼学校施設課長、西川教育部次長兼体育保健課長、  

   坪根教育部次長兼文化財課長、  

   長田大分市美術館副館長兼大分市美術館美術振興課長、高田教育総務課長、  

   野田学校教育課長、河野人権・同和教育課長、永田社会教育課長、  

   御手洗大分市教育センター所長、賀来文化財課政策監、岡本教育総務課参事、  

   小野学校教育課参事、大久保学校教育課参事、江隈学校教育課参事、  

   佐藤学校教育課参事、新納学校施設課参事、笠置体育保健課参事、  

   姫野体育保健課参事、清水体育保健課参事、河野社会教育課参事、  

   工藤社会教育課参事、庄社会教育課参事、栗田文化財課参事、  

   塩地文化財課参事、佐藤大分市教育センター参事兼副所長、  

   安部大分市教育センター参事兼室長、高田大分市教育センター参事、  

   菅大分市美術館館長、羽田野大分市美術館参事  

事務局出席者    書記 岡崎 紀憲 

○安東委員長   

 それでは審査に入ります。  

 まず、継続審査中の陳情についてです。継続審査中の平成 29 年陳情第 17 号、大分市への科学館設置に関

する陳情、それから、平成 30 年陳情第７号、大分市に総合的な科学館設立を求める陳情についてです。こ

れらの陳情については関連がありますので、質疑までを一括して行い、討論、採決については１件ずつ行っ

てまいります。  

 なお、平成 29 年陳情第 17 号については、一部訂正願いが提出されており、訂正後の文書整理表をお手元

にお配りしておりますので、御確認をお願いいたします。  

 それでは、執行部から補足説明等があればお願いいたします。  

○永田社会教育課長   

 大分市への科学館設置に関する陳情について、補足説明をいたします。資料は、右肩に陳情補足説明資料

社会教育課と書かれたＡ３の資料になります。  

 おおいた子どもかがく広場についての実施状況を御報告申し上げます。  

 前回、平成 31 年３月の当委員会において、科学教育の充実に向けた取り組みとして、旧中島小学校の理

科教室を活用したおおいた子どもかがく広場を本年４月から開設する予定であることを説明いたしており

ます。４月開設以降の利用状況について御報告をいたします。  



 このおおいた子どもかがく広場は、観察や実験などの活動を通して子供に科学体験を提供する団体に、無

償で貸し付ける取り組みであり、利用を希望する団体は事前登録をしていただいており、現在３団体が登録

の上、活動をしているところでございます。  

 利用状況につきましては、資料右上、登録利用状況にございますとおり、４月に１回利用がございまして、

利用人数は 48 名、５月は２回の利用で 14 名、６月は１回の利用で 48 名でございます。４月から６月まで

の３カ月間の合計として、延べ 110 名の利用がございました。  

 今後も、土曜や日曜、また、夏休みなどの長期休暇を中心に、児童や幼児を対象の科学教室として利用予

定となっております。  

○安東委員長   

 それでは、この陳情についての質疑等はありませんか。  

○小野委員   

 子どもかがく広場についてですが、これに参加した子供とかの反応はどのような感じでしたか。  

○永田社会教育課長   

 ４月と６月は、発明協会の方が準備しておられ、直接的には声は伺ってはおりませんが、昨年度までの活

動状況等をお伺いする限りは、皆さん非常に生き生きと活動されていると伺っております。  

○エイジ委員   

 子どもかがく広場についてですが、今後も継続させて多くの利用者を募っていくという形だと思うのです

が、現在は３団体、そして利用回数と利用者は少し寂しいということで、今後は高等専門学校や大学とかに

もかかわりを持ってもらって、学生たちにもこういう取り組みをしていることを市から働きかけていくとい

うことは考えていますか。  

○永田社会教育課長   

 基本的には、子供たちのために体験の場をということで利用されるのであれば、こちらから話を持ってい

くことも可能ですし、こちらの利用規約に合致すれば、それについては利用していただくという意味では特

段問題がないと考えております。  

○安東委員長   

 そのほかないですか。  

○松本委員   

 理科室に実験道具というか機材とか、薬品とかいうのはそろっているのかどうか、教えてください。  

○永田社会教育課長   

 薬品は特にございませんが、もともとビーカー等の機材は残したままでしたので、自由に使っていただく

ようにしております。また、発明クラブの方につきましては、御自身で機械といいますか、そういうものも

中に設置をしてお使いになられております。  

○安東委員長   

 そのほかないですか。  

○小野委員   

 さっき子供の反応を聞いたのは、もし今後こうやって継続してやるのであれば、子供の意見を、簡単なア

ンケートでもいいので、とっていただきたいなと思うのですが、それは可能かどうか聞きたいです。という

のも、陳情の結果がどうあれ、もし、仮に大分市に科学館ができるとしたときに、子供の声というのは少な

からず参考になると思うので、そういうのをとっていただけるなら、とっていただきたいなと思いますが、

可能でしょうか。  

○永田社会教育課長   

 登録団体を束ねるような形で連絡協議会がございますので、そちらに投げかけをして、利用状況について

は確認をしていきたいと思います。  

○小野委員   



 よろしくお願いします。  

○安東委員長   

 そのほかないですか。  

 〔「なし」の声〕  

○安東委員長   

 それでは、質疑を終結して、１件ずつ討論に入ります。  

 まず、平成 29 年陳情 17 号、大分市への科学館設置に関する陳情について討論はありませんか。  

○今山委員   

 委員会で名古屋に視察に行きましたけど、規模が大き過ぎて、大分市にとってはどうかなという感じだっ

たので、引き続き調査研究をするために、継続審査にしてください。  

○安東委員長   

 そのほかないですか。  

○安部委員   

 継続審査でお願いします。  

○大石委員   

 継続審査でお願いします。  

○馬見塚委員   

 継続審査でお願いします。  

○エイジ委員   

 前向きに継続審査でお願いします。  

○安東委員長   

 それでは、今の平成 29 年陳情第 17 号についてのこれまでの意見を集約しますと、継続審査という意見が

ありましたので、継続審査ということで御異議ありませんか。  

 〔「異議なし」の声〕  

○安東委員長   

 それでは、平成 29 年陳情 17 号は継続審査と決定いたします。  

 次に、平成 30 年陳情第７号、大分市に総合的な科学館設立を求める陳情について、討論はありませんか。  

○今山委員   

 同じく継続審査でお願いします。  

○大石委員   

 継続審査でお願いします。  

○安東委員長   

 それでは、平成 30 年陳情第７号について意見集約しますと、これも継続審査という御意見がありますの

で、継続審査とすることに御異議ありませんか。  

 〔「異議なし」の声〕  

○安東委員長   

 それでは、平成 30 年陳情第７号は継続審査と決定をいたします。 


